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宇↓

は
し
が
き

1i 

国
際
学
術
研
究
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
日
本
と
韓
国
の
比
較

研
究
を
通
じ
て

l
」
は
、
今
年
二
月
に
研
究
会
を
韓
国
・
ソ
ウ
ル
(
延

世
大
学
校
)
に
お
い
て
行
い
、
研
究
報
告
は
三
本
な
さ
れ
た
。
①
安
田
信

之
(
名
古
屋
大
学
大
学
院
国
際
開
発
研
究
科
教
授
)
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る

『
権
利
』
観
に
つ
い
て
」
、
②
高
朔
龍
(
成
均
館
大
学
校
法
科
大
学
教
授
)

「
宗
中
財
産
と
名
義
信
託
」
、
③
岡
克
彦
(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
手
)

「
食
吉
溶
の
『
対
外
観
』
を
め
ぐ
っ
て
|
韓
国
近
代
法
思
想
史
に
お
け

る
国
家
的
自
我
の
問
題

l
」
で
あ
る
。
今
年
七
月
に
は
、
本
年
度
第
一

回
目
の
研
究
会
が
札
幌
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

さ
て
、
本
号
で
公
表
す
る
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
、
以
下
の

ふ
た
つ
で
あ
る
。
①
今
井
弘
道
報
告
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
に
も
と
づ
い

た
論
稿
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
一

O
月
一

O
日
(
於
東
京
大
学
)
・
二
一

日
(
於
同
志
社
大
学
)
の
二
日
間
、
日
本
法
哲
学
会
及
び

2
m
(国
際
法

哲
学
社
会
哲
学
会
連
合
)
日
本
支
部
の
主
催
、
財
団
法
人
・
社
会
科
学
国

際
交
流
江
草
基
金
の
後
援
で
、
「
第
一
回
ア
ジ
ア
法
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

が
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
八
七
年
神
戸
で
開
催
さ
れ
た

2
m
世
界

大
会
を
記
念
す
る
「
神
戸
レ
ク
チ
ャ
ー
」
の
第
四
回
例
会
で
も
あ
っ
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
大
会
の
概
要
を
紹
介
し
た
今
井
論
文
「
ア
ジ
ア
法

哲
学
の
課
題
と
展
望
|
|
「
第
一
回
ア
ジ
ア
法
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

を
終
え
て
|
|
」
(
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一

O
七
号
、
一
九
九
八
年
三
月

一
五
日
号
掲
載
)
を
参
照
し
て
頂
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
大
会
の
メ

イ
ン
・
テ
l
マ
は
、
「
変
わ
り
ゆ
く
世
界
に
お
け
る
法
|
ア
ジ
ア
の
選
ぶ

多
様
な
道
」
・
H
2
5
白

nzg包
括

者

2
5
1
〉
巴

g
と
お
5
2ぞ
g
ョ

で
あ
り
、
サ
プ
・
テ
l
マ
は
、
第
一
日
目
が
「
法
と
正
統
性
の
諸
基
盤
」

(
東
大
)
、
第
二
日
日
は
「
法
、
習
俗
、
社
会
発
展
」
(
同
志
社
)
で
あ
っ

た
。
今
井
報
告
は
、
そ
の
第
一
日
目
の
冒
頭
、
本
大
会
組
織
委
員
長
と
し

て
行
っ
た
基
調
報
告
の
草
稿
で
あ
る
。

本
来
、
こ
の
論
稿
は
、
こ
の
二
日
間
の
大
会
の
「
報
告
集
」
に
収
め
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
経
緯
の
中
で
、
報
告
集
は
、
有

斐
閣
か
ら
あ
ら
た
め
て
企
画
・
編
集
し
直
し
、
『
変
容
す
る
ア
ジ
ア
の
法

と
哲
学
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
基
調
報

告
よ
り
も
や
や
豊
か
な
紙
幅
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
本
誌
に
ま
ず
こ
の
基
調
報
告
を
発
表
し
、

『
変
容
す
る
ア
ジ
ア
の
法
と
哲
学
』
に
は
、
本
報
告
の
第
二
章
を
立
ち
入
っ

て
論
ず
る
と
い
う
手
筈
を
取
る
こ
と
に
し
た
。
基
調
報
告
に
お
い
て
は
、

報
告
時
間
の
制
限
の
ゆ
え
に
大
幅
に
削
除
し
た
論
点
に
、
や
や
未
練
を
残

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
|
|
こ
こ
で
示
し
た
草
稿
す
ら
、
当
日
は
す
べ

て
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
|
|
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
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稿
で
は
、
記
録
と
い
う
意
味
を
兼
ね
て
、
表
現
技
術
上
の
修
正
の
他
は
、

ほ
と
ん
ど
修
正
を
加
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
を
こ
の
日

韓
比
較
法
丈
化
研
究
会
の
研
究
報
告
欄
で
発
表
す
る
の
は
、
こ
の
大
会
の

企
画
・
立
案
の
際
に
基
礎
と
な
っ
た
発
想
が
、
本
研
究
会
で
の
研
究
活
動

と
討
論
と
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②
高
刻
龍
報
告
は
、
韓
国
に
お
け
る
「
宗
中
(
宗
族
)
」
と
い
う
血
縁

共
同
体
に
帰
属
し
た
財
産
に
関
す
る
法
律
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

宗
中
と
は
、
儒
教
思
想
に
よ
る
先
祖
祭
花
を
中
心
と
し
て
父
系
血
統
に
よ
っ

て
結
ぼ
れ
た
共
同
体
で
あ
り
、
韓
国
社
会
を
構
成
す
る
基
底
的
な
集
団
で

あ
る
。
宗
中
の
帰
属
財
産
と
は
、
先
祖
の
祭
記
に
務
め
、
墳
墓
を
守
護
・

保
存
と
共
に
宗
員
相
互
間
の
親
睦
と
福
利
の
増
進
を
は
か
る
た
め
に
、
宗

中
と
い
う
団
体
に
帰
属
し
た
財
産
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
重
要
な
財
産
と

し
て
は
、
先
祖
を
埋
葬
し
た
「
墓
山
」
と
祭
記
の
財
源
を
な
す
「
祭
回
」

な
ど
の
不
動
産
が
あ
る
。

宗
中
と
い
う
団
体
に
は
、
長
く
法
人
格
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
た

め
に
、
宗
中
財
産
の
所
有
形
態
、
財
産
の
処
分
お
よ
び
公
示
(
不
動
産
登

記
な
ど
)
を
め
ぐ
っ
て
、
法
制
史
上
、
多
く
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
。

こ
の
論
稿
は
、
韓
国
の
伝
統
慣
習
法
か
ら
日
本
帝
国
の
植
民
地
法
制
、
そ

し
て
韓
国
民
法
制
定
後
の
宗
中
財
産
に
纏
わ
る
法
理
論
を
詳
述
し
て
い
る
。

一
九
六
O
年
に
韓
国
の
不
動
産
登
記
法
三

O
条
一
項
に
も
と
づ
き
「
権
利

能
力
な
き
社
団
」
と
し
て
宗
中
名
義
で
不
動
産
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
o

し
か
し
、
同
制
度
が
成
立
す
る
以
前
は
も
ち
ろ
ん
、

成
立
後
も
い
ま
だ
に
、
宗
中
構
成
員
の
個
人
名
義
で
宗
中
不
動
産
の
登
記

が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
の
実
態
か
ら
、
な
お
宗
中
財
産
を
め
ぐ

る
法
的
紛
争
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
生
み
出
さ

れ
た
法
律
構
成
が
、
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
名
義
信
託
」
の
法
理

で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
高
報
告
に
譲
る
。

偶
人
主
義
を
原
則
と
す
る
近
代
法
が
植
民
地
法
制
と
し
て
韓
国
に
移
植

さ
れ
た
結
果
、
個
人
と
は
別
に
血
縁
共
同
体
に
も
多
く
の
財
産
が
帰
属
し

て
い
た
韓
国
の
法
実
態
が
、
ど
の
よ
う
に
近
代
法
制
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
は
、
本
論
稿
は
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、

日
本
民
法
と
の
比
較
か
ら
も
、
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
に
帰
属
し
た
財

産
に
関
す
る
法
律
関
係
を
考
察
す
る
上
で
も
枠
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

丈
責

今
井
弘
道
・
岡
克
彦
)
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